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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 駐 車 場 を 利 用 す る 各 車 両 を 識 別 す る た め の 車 両 識 別 情 報 毎 に 、 当 該 車 両 識 別 情 報 が 割 り
当 て ら れ た 車 両 の 正 当 な 利 用 者 へ 情 報 を 通 知 す る た め の 通 信 ア ド レ ス を 記 憶 す る 記 憶 手 段
と 、
　 駐 車 場 に 設 置 さ れ た ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る 車 両 か ら 前 記
車 両 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 １ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 車 両 と と も に 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る ユ ー ザ が 携 帯 し て い る 記 録 媒 体 ま た は
携 帯 端 末 か ら 前 記 ユ ー ザ を 識 別 す る た め の ユ ー ザ 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 ２ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と 前 記 第 ２ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と に 基 づ い て
、 前 記 車 両 が 当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段
と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と 判 定 さ れ た 場
合 に 、 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 車 両 識 別 情 報 に 対 応 す る 通 信 ア ド レ ス を 前
記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 、 当 該 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 車 両 の 不 正 利 用 が 起 き た こ と を 示
す 情 報 を 送 信 す る 送 信 手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 駐 車 場 管 理 装 置 。

当 該 車 両 に 割 り 当 て ら れ た



【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と 判 定 さ れ た と
き の 時 刻 を 取 得 す る 取 得 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 送 信 手 段 は 、 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な
い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 車 両 識 別 情 報 に 対 応 す る
通 信 ア ド レ ス を 前 記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 、 当 該 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 、 車 両 の 不 正 利
用 が 起 き た こ と を 示 す 情 報 と 、 前 記 取 得 手 段 に よ り 取 得 さ れ た 時 刻 を 示 す 情 報 と を 送 信 す
る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と の 判 定 結 果 を
得 た 頻 度 を 計 測 す る 計 測 手 段 と 、
　 前 記 計 測 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 頻 度 が 予 め 定 め ら れ た 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手
段 に 記 憶 さ れ て い る 各 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 、 駐 車 場 に お け る 車 両 の 防 犯 に 注 意 す る よ う
促 す 情 報 を 配 信 す る 配 信 手 段 と を さ ら に 備 え る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 駐 車 場 を 利 用 す る 各 車 両 を 識 別 す る た め の 車 両 識 別 情 報 毎 に 、 当 該 車 両 識 別 情 報 が 割 り
当 て ら れ た 車 両 の 正 当 な 利 用 者 へ 情 報 を 通 知 す る た め の 通 信 ア ド レ ス を 記 憶 す る 記 憶 手 段
と 、
　 駐 車 場 に 設 置 さ れ た ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る 車 両 か ら 前 記
車 両 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 １ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 車 両 と と も に 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る ユ ー ザ が 携 帯 し て い る 記 録 媒 体 ま た は
携 帯 端 末 か ら 前 記 ユ ー ザ を 識 別 す る た め の ユ ー ザ 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 ２ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と 前 記 第 ２ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と に 基 づ い て
、 前 記 車 両 が 当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段
と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と の 判 定 結 果 を
得 た 頻 度 を 計 測 す る 計 測 手 段 と 、
　 前 記 計 測 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 頻 度 が 予 め 定 め ら れ た 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手
段 に 記 憶 さ れ て い る 各 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 、 駐 車 場 に お け る 車 両 の 防 犯 に 注 意 す る よ う
促 す 情 報 を 配 信 す る 配 信 手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 駐 車 場 を 利 用 す る １ の 車 両 に 割 り 当 て ら れ 車 両 識 別 情 報 と 、 前 記 １ の 車 両 の 正 当
な 利 用 者 ユ ー ザ 識 別 情 報 と は 同 一 の 識 別 情 報 で あ っ て 、
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 車 両 識 別 情 報 と 、 前 記 第 ２ の
読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た ユ ー ザ 識 別 情 報 と を 比 較 し 、 前 記 車 両 識 別 情 報 と 前 記 ユ ー ザ
識 別 情 報 が 一 致 し た 場 合 に 、 前 記 車 両 が 当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る
と 判 定 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ４ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 記 憶 手 段 は 、 前 記 車 両 識 別 情 報 毎 に 、 当 該 車 両 識 別 情 報 が 割 り 当 て ら れ た 車 両 の
正 当 な 利 用 者 ユ ー ザ 識 別 情 報 さ ら に 記 憶 て お り 、
　 前 記 判 定 手 段 は 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 車 両 識 別 情 報 と 前 記 第 ２ の
読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た ユ ー ザ 識 別 情 報 記 憶 さ れ て い
る か 否 か を 判 別 し 、 前 記 前 記 記 憶 手 段 憶 さ れ て い た 場 合 に 、 前 記 車 両 が
当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る と 判 定 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ４ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
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　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と 判 定 さ れ た 場
合 に 、 前 記 車 両 と と も に 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る ユ ー ザ に 対 し て 車 両 の 不 正 利 用 を
警 告 す る 警 告 手 段 を さ ら に 備 え る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ４ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ の 読 取 手 段 は 、 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る 車 両 に 取 り 付 け ら れ 無 線
タ グ 前 記 車 両 に 割 り 当 て ら れ た 車 両 識 別 情 報 を 読 み 取 る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ４ に 記 載 の 駐 車 場 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 異 な る 位 置 に 設 置 さ れ 、 設 置 位 置 の 付 近 車 両 か ら

車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 る 複 数 の 読 取 手 段 と 、
　 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取
ら れ た 車 両 の 位 置 を 、 読 取 手 段 の 設 置 位 置 に 基 づ い て 特 定 す る
特 定 手 段 と 、
　 前 記 特 定 手 段 に よ り 特 定 さ れ た 位 置 を 示 す 位 置 情 報 を 、

読 み 取 ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 記 憶 す る 手 段 と 、
　 通 信 装 置 か ら 情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て

記 憶 さ れ 位 置 情 報 み 出 し 前 記 通 信 装 置 へ 送 信 す る 送 信
手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 位 置 管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 時 刻 を す る

手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 手 段 は 、 前 記 特 定 手 段 に よ り 特 定 さ れ た 位 置 を 示 す 位 置 情 報

時 刻 を 示 す 時 刻 情 報 を 、
車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 記 憶 し 、

　 前 記 送 信 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対
応 付 け て 記 憶 さ れ 位 置 情 報 お よ び 時 刻 情 報 み 出 し

前 記 通 信 装 置 へ 送 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 位 置 管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て

記 憶 さ れ 位 置 情 報 み 出 当 該 位 置 情 報 に よ 示 さ れ る 位 置 を 含 む
地 図 デ ー タ を 取 得 す る 取 得 手 段 を さ ら に 備 え 、

　 前 記 送 信 手 段 は 、 前 記 取 得 手 段 に よ り 取 得 さ れ た 地 図 デ ー タ を 前 記 通 信 装 置
へ 送 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 位 置 管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 読 取 手 段 は 、 当 該 読 取 手 段 の 設 置 位 置 の 付 近 車 両 に 取 り 付 け ら れ
無 線 タ グ 車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 位 置 管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
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て い る
と 通 信 を 行 っ て 、 前 記

各 々 て お り に 位 置 し て い る 当 該 車 両 に
割 り 当 て ら れ た

前 記 複 数 の 読 取 手 段 の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ る と 、
車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 っ た 前 記

前 記 特 定 手 段 に よ っ て 位 置 が 特
定 さ れ た 車 両 か ら 記 憶 手 段 に 制 御

位 置 を 問 い 合 わ せ る 車 両 に 関 す る
前 記 記 憶

手 段 に て い る を 読 、 当 該 位 置 情 報 を

前 記 複 数 の 読 取 手 段 の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ た と き の 取 得
取 得

制 御 と 、 前 記 取 得 手 段
に よ り 取 得 さ れ た 前 記 特 定 手 段 に よ っ て 位 置 が 特 定 さ れ た 車 両 か
ら 読 み 取 ら れ た 記 憶 手 段 に

前 記 記 憶 手 段 に て い る を 読 、 当 該 位 置 情
報 お よ び 時 刻 情 報 を

前 記 記 憶
手 段 に て い る を 読 し 、 っ て 地
域 の 地 図 デ ー タ

地 図 デ ー タ

に 位 置 す る て い る
と 通 信 を 行 っ て 、 前 記 車 両 に 割 り 当 て ら れ た

駐 車 場 内 に お い て 車 両 を 駐 車 す る こ と の で き る 駐 車 エ リ ア を 区 分 し て 得 ら れ る 各 区 画 毎
に 設 置 さ れ て お り 、 設 置 さ れ た 区 画 内 に 駐 車 さ れ て い る 車 両 か ら 当 該 車 両 に 割 り 当 て ら れ
た 車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 る 複 数 の 読 取 手 段 と 、

前 記 複 数 の 読 取 手 段 の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ る と 、 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取
ら れ た 車 両 が 駐 車 さ れ て い る 区 画 を 示 す 区 画 情 報 と 、 読 み 取 ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ と を 対 応 付 け
て 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 制 御 手 段 と 、

通 信 装 置 か ら 駐 車 位 置 を 問 い 合 わ せ る 車 両 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、



　

　
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 は 、 駐 車 場 を 利 用 す る 各 車 両 を 識 別 す る た め の 車 両
識 別 情 報 毎 に 、 当 該 車 両 識 別 情 報 が 割 り 当 て ら れ た 車 両 の 正 当 な 利 用 者 へ 情 報 を 通 知 す る
た め の 通 信 ア ド レ ス を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 駐 車 場 に 設 置 さ れ た ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る 車 両 か ら 前 記
車 両 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 １ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 車 両 と と も に 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る ユ ー ザ が 携 帯 し て い る 記 録 媒 体 ま た は
携 帯 端 末 か ら 前 記 ユ ー ザ を 識 別 す る た め の ユ ー ザ 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 ２ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と 前 記 第 ２ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と に 基 づ い て
、 前 記 車 両 が 当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段
と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と 判 定 さ れ た 場
合 に 、 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 車 両 識 別 情 報 に 対 応 す る 通 信 ア ド レ ス を 前
記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 、 当 該 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 車 両 の 不 正 利 用 が 起 き た こ と を 示
す 情 報 を 送 信 す る 送 信 手 段 と
　 を 備 え る 駐 車 場 管 理 装 置 を 提 供 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 駐 車 場 を 利 用 す る 各 車 両 を 識 別 す る た め の 車 両 識 別 情 報 毎 に 、 当 該 車
両 識 別 情 報 が 割 り 当 て ら れ た 車 両 の 正 当 な 利 用 者 へ 情 報 を 通 知 す る た め の 通 信 ア ド レ ス を
記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 駐 車 場 に 設 置 さ れ た ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る 車 両 か ら 前 記
車 両 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 １ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 車 両 と と も に 前 記 ゲ ー ト を 通 過 し よ う と す る ユ ー ザ が 携 帯 し て い る 記 録 媒 体 ま た は
携 帯 端 末 か ら 前 記 ユ ー ザ を 識 別 す る た め の ユ ー ザ 識 別 情 報 を 読 み 取 る 第 ２ の 読 取 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と 前 記 第 ２ の 読 取 手 段 に よ る 読 取 結 果 と に 基 づ い て
、 前 記 車 両 が 当 該 車 両 の 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段
と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 車 両 が 正 当 な 利 用 者 に よ っ て 利 用 さ れ て い な い と の 判 定 結 果 を
得 た 頻 度 を 計 測 す る 計 測 手 段 と 、
　 前 記 計 測 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 頻 度 が 予 め 定 め ら れ た 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手
段 に 記 憶 さ れ て い る 各 通 信 ア ド レ ス に 宛 て て 、 駐 車 場 に お け る 車 両 の 防 犯 に 注 意 す る よ う
促 す 情 報 を 配 信 す る 配 信 手 段 と
　 を 備 え る 駐 車 場 管 理 装 置 を 提 供 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

(4) JP 2005-141429 A5 2006.6.29

前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 前 記 記 憶
手 段 に 記 憶 さ れ て い る 区 画 情 報 を 読 み 出 し 、 当 該 区 画 情 報 に 基 づ い て 、 問 い 合 わ せ の あ っ
た 車 両 に つ い て 駐 車 場 内 で の 駐 車 位 置 を 示 す 情 報 を 生 成 し 、 当 該 情 報 を 前 記 通 信 装 置 へ 送
信 す る 送 信 手 段 と

を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 駐 車 場 管 理 装 置 。

当 該 車 両 に 割 り 当 て ら れ た

当 該 車 両 に 割 り 当 て ら れ た



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 異 な る 位 置 に 設 置 さ れ 、 設 置 位 置 の 付 近 車
両 か ら 車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 る 複 数 の 読 取 手 段 と 、
　 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取
ら れ た 車 両 の 位 置 を 、 読 取 手 段 の 設 置 位 置 に 基 づ い て 特 定 す る
特 定 手 段 と 、
　 前 記 特 定 手 段 に よ り 特 定 さ れ た 位 置 を 示 す 位 置 情 報 を 、

読 み 取 ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 記 憶 す る 手 段 と 、
　 通 信 装 置 か ら 情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て

記 憶 さ れ 位 置 情 報 み 出 し 前 記 通 信 装 置 へ 送 信 す る 送 信
手 段 と
　 を 備 え る 位 置 管 理 装 置 を 提 供 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 位 置 管 理 装 置 は 、 読 取 手 段

車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ た 車 両 の 位 置 を 、 読 取 手 段 の 設
置 位 置 に 基 づ い て 特 定 し 、 読 み 取 ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応
付 け て 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 一 方 、 通 信 装 置 か ら

受 信 し た 情 報 に よ 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 記 憶 さ れ
位 置 情 報 み 出 し て 通 信 装 置 へ 送 信 す る 。

　

　

　
　

　
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 ５ は 、 駐 輪 場 ６ ０ に 駐 輪 さ れ た 自 転 車 ４ ０ に 関 す る 防 犯 情 報 を 利 用 者 へ 通 知 す る 処 理
に つ い て 例 示 す る シ ー ケ ン ス チ ャ ー ト で あ る
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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各 々 て お り に 位 置 し て い る
当 該 車 両 に 割 り 当 て ら れ た

前 記 複 数 の 読 取 手 段 の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ る と 、
車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 っ た 前 記

前 記 特 定 手 段 に よ っ て 位 置 が 特
定 さ れ た 車 両 か ら 記 憶 手 段 に 制 御

位 置 を 問 い 合 わ せ る 車 両 に 関 す る
前 記 記 憶

手 段 に て い る を 読 、 当 該 位 置 情 報 を

複 数 の の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み
取 ら れ る と 、 車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 っ た

特 定 し た 位 置 を 示 す 位 置 情 報 を 、
位 置 を 問 い 合 わ せ る 車 両 に 関 す る 情 報 を 受

信 す る と 、 っ て 記 憶 手 段 に て
い る を 読

ま た 、 本 発 明 は 、 駐 車 場 内 に お い て 車 両 を 駐 車 す る こ と の で き る 駐 車 エ リ ア を 区 分 し て
得 ら れ る 各 区 画 毎 に 設 置 さ れ て お り 、 設 置 さ れ た 区 画 内 に 駐 車 さ れ て い る 車 両 か ら 当 該 車
両 に 割 り 当 て ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ を 読 み 取 る 複 数 の 読 取 手 段 と 、

前 記 複 数 の 読 取 手 段 の い ず れ か に よ っ て 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取 ら れ る と 、 車 両 Ｉ Ｄ が 読 み 取
ら れ た 車 両 が 駐 車 さ れ て い る 区 画 を 示 す 区 画 情 報 と 、 読 み 取 ら れ た 車 両 Ｉ Ｄ と を 対 応 付 け
て 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 制 御 手 段 と 、

通 信 装 置 か ら 駐 車 位 置 を 問 い 合 わ せ る 車 両 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
前 記 受 信 手 段 に よ り 受 信 さ れ た 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る 車 両 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 前 記 記 憶

手 段 に 記 憶 さ れ て い る 区 画 情 報 を 読 み 出 し 、 当 該 区 画 情 報 に 基 づ い て 、 問 い 合 わ せ の あ っ
た 車 両 に つ い て 駐 車 場 内 で の 駐 車 位 置 を 示 す 情 報 を 生 成 し 、 当 該 情 報 を 前 記 通 信 装 置 へ 送
信 す る 送 信 手 段 と

を 備 え る 駐 車 場 管 理 装 置 を 提 供 す る 。

。



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 な お 、 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ ［ 自 転 車 ］ と 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ ［ カ ー ド ］ と が 一 致 し な い 場 合 に は 、

無 線 タ グ リ ー ダ ８ ０ に お い て 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ ［ 自 転 車 ］ の み し か 読 み 取 ら れ
な か っ た 場 合 が 含 ま れ る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 第 １ 実 施 形 態 に よ れ ば 、 駐 輪 場 ６ ０ 利 用 者 に 対 し 自 転 車
４ ０ が に 持 ち 出 さ れ よ う と し て い る こ と を い ち 早 く 通 知 す る こ と が で
き る 。 し た が っ て 、 利 用 者 は 、 こ の よ う な 通 知 を 受 け た 場 合 に 、 駐 輪 場 管 理
事 務 所 １ ０ に 問 い 合 わ せ を 行 っ た り 、 警 察 に 盗 難 届 け を 出 す 等 の 処 置 を 直 ち に 行 う こ と が
で き る 。 ま た 、 こ の よ う な 通 知 を 受 け た 利 用 者 は 転 車 ４ ０ に 取 り 付 け る 鍵 の 数 を 増 や
す 等 、 駐 輪 場 ６ ０ に お け る 自 転 車 ４ ０ の 防 犯 対 策 を 強 化 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 第 １ 実 施 形 態 の 図 ５ に 示 し た 処 理 で は 、 自 転 車 ４ ０ を 駐 輪 場 ６ ０ か ら 持 ち 出 す 場 合 に つ
い て 説 明 し た が 、 自 転 車 ４ ０ を 駐 輪 場 ６ ０ に 入 場 さ せ る 場 合 に 図 ５ に 示 し た 処 理 を 適 用 す
る こ と も で き る 。 ま た 、 ア ン テ ナ ７ ０ ， ７ ０ ｂ を 有 す る ゲ ー ト ６ ５ の 設 置 場 所 は 、 駐 輪
場 ６ ０ の 出 入 口 付 近 に 限 定 さ れ ず 、 駐 輪 場 ６ ０ 内 の 任 意 の 場 所 に 設 置 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 上 述 し た 各 実 施 形 態 で は 、 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ が 記 憶 さ れ た 無 線 タ グ ２ ０ ａ を 自 転 車 ４ ０ に 貼
り 付 け る よ う に し た が 、 こ の 無 線 タ グ ２ ０ ａ の 代 わ り に 、 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ を 記 録 情 報 と し て
有 す る バ ー コ ー ド が 印 刷 さ れ た シ ー ル を 自 転 車 ４ ０ に 貼 り 付 け る よ う に し て も よ い 。 但 し
、 こ の 場 合 は 、 自 転 車 ４ ０ の 車 体 に 貼 り 付 け ら れ た シ ー ル か ら バ ー コ ー ド を 読 み 取 る バ ー
コ ー ド リ ー ダ を 、 ゲ ー ト ６ ５ や 駐 輪 場 ６ １ 置 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ そ
の も の が 自 転 車 ４ ０ の 車 体 に 刻 印 さ れ て い て も よ い 。 こ の 場 合 は 、 自 転 車 ４ ０ の 車 体 に 刻
印 さ れ た 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ の 画 像 を 撮 像 し 、 当 該 撮 像 さ れ た 画 像 内 か ら 防 犯 登 録 Ｉ Ｄ を 識 別 す
る カ メ ラ 付 き リ ー ダ 装 置 を 、 ゲ ー ト ６ ５ や 駐 輪 場 ６ １ 置 す れ ば よ い 。
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